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（ ）各派内示・記者会見資料 平成16年６月７日

平 成 1 6 年 ６ 月 秋 田 市 議 会 定 例 会 提 出 予 定 案 件

件 名 説 明

「 条 例 案 」 ３ 件

１ 秋田市市税条例の一部を改正する件 ○改正理由

地方税法の一部改正（平成16年法律第17

号）に伴い、均等割の納税義務を負う夫と地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一

生計を一にする妻に対する均等割の非課税部を改正する法律（平成１６年法律第１７号：平成１６年３月３１日公

措置および老年者控除を廃止するため、改布、同年４月１日施行）

正しようとするもの

○改正要旨

１ 個人市民税均等割の納税義務を負う夫

と生計を一にする妻で、夫と同じく市内

に住所を有するものに対する均等割の非

課税措置を廃止する。

２ 老年者控除を廃止する。

○施行期日 公布の日から。ただし、２に

ついては平成17年１月１日から。１につい

ては平成17年度以後、２については平成18

年度以後の年度分の市民税について適用す

る等の経過措置を規定する。

２ 秋田市手数料条例の一部を改正する ○改正理由

件 地方税法施行令の一部改正（平成16年政

令第108号）および租税特別措置法の一部改

正（平成16年法律第 14号）に伴い、規定を地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法

整備するため、改正しようとするもの律施行令の一部を改正する政令（平成１６年政令第１０８号：平成１６

○改正要旨年３月３１日公布、同年４月１日施行）

地方税法施行令および租税特別措置法を所得税法等の一部を改正する法律（平成１６年法律第１４号：平成１６

引用している規定を整備する。年３月３１日公布、同年４月１日施行）

○施行期日 公布の日から

３ 秋田市印鑑条例の一部を改正する件 ○改正理由

印鑑登録申請における本人確認を強化す

るため、改正しようとするもの

○改正要旨

１ 本人確認のため回答書を持参する場合

は、市長が適当と認める書類を提示する

こととする。

２ 代理人が回答書を持参する場合は、代
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理人の本人確認のため、運転免許証等の

写真付きの書類を提示することとする。

○施行期日 公布の日から。改正後の条例

の規定は施行日以後の印鑑登録申請につい

て適用する旨の経過措置を規定する。

「 単 行 案 」 ９ 件

４ 秋田市市税条例の一部を改正する専 ○地方税法の一部改正 (平成 16年法律第 17

決処分について承認を求める件 号)に伴い、市税条例を一部改正するため専

決処分した件について、議会の承認を求め

ようとするもの地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一

・専決年月日 平成16年３月31日部を改正する法律（平成１６年法律第１７号：平成１６年３月３１日公

布、同年４月１日施行）

○改正要旨

１ 個人市民税の均等割の非課税限度額の算定に係る加算額を引き下げたもの

(ただし、扶養親族を有する場合に限る。)

「改正前」非課税 ≦ 31万５千円×(１＋扶養数)＋21万６千円

↓

「改正後」非課税 ≦ 31万５千円×(１＋扶養数)＋19万８千円

２ 個人市民税の均等割の税率「2,500円」を「3,000円」に引き上げたもの

３ 個人市民税の所得割の非課税限度額の算定に係る加算額を引き下げたもの

(ただし、扶養親族を有する場合に限る。)

「改正前」非課税≦35万円×(１＋扶養数)＋36万円

↓

「改正後」非課税≦35万円×(１＋扶養数)＋35万円

４ 居住用財産の買換え等の場合において、前年前３年内に生じた損失について

は、継続して申告している限り、通算して繰越控除できることとしたもの

５ 特定の居住用財産の譲渡において生じた損失について、３年分の損失を通算

して繰越控除できることとしたもの

６ 防災街区整備事業の施行に伴う家屋の固定資産税の減額措置を受ける場合の

申告書の提出および記載事項について定めたもの

７ 土地等の長期譲渡所得の税率について、課税長期譲渡所得金額による税率の

区分を廃止し、一律に税率を100分の3.4としたもの

８ 優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特

例について、適用期限を延長するとともに税率を引き下げたもの

９ 土地等の短期譲渡所得の課税の特例について、税率を引き下げたもの

10 上場株式等以外の株式を譲渡した場合における課税の特例について、税率を

引き下げたもの

11 上場株式等を譲渡した場合における課税の特例について、平成16年度から平

成20年度までに限り、税率を100分の２に引き下げたもの

12 特定中小会社が発行した株式を譲渡した場合の譲渡所得等の課税の特例につ

いて、要件を緩和したもの

13 以上のほか、規定を整備したもの
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○施行期日 平成16年４月１日から

その他経過措置を規定した

※専決処分した理由

地方税法の一部改正に伴い、市税の賦課

徴収について急施を要し、議会を招集する

暇がなかったため

５ 秋田市国民健康保険税条例の一部を ○地方税法の一部改正 (平成 16年法律第 17

改正する専決処分について承認を求 号)に伴い、国民健康保険税条例を一部改正

める件 するため専決処分した件について、議会の

承認を求めようとするもの

・専決年月日 平成16年３月31日地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一

○改正要旨部を改正する法律（平成１６年法律第１７号：平成１６年３月３１日公

長期譲渡所得に係る保険税の課税の特例布、同年４月１日施行）

に関する規定等を整備したもの

○施行期日 平成16年４月１日から

その他経過措置を規定した

※専決処分した理由

地方税法の一部改正に伴い、国保税の賦

課徴収について急施を要し、議会を招集す

る暇がなかったため

６ 平成15年度秋田市一般会計補正予算 ○市債の額の確定に伴う市債の起債限度額

（第６号）に関する専決処分につい の補正等のため専決処分した件について、

て承認を求める件 議会の承認を求めようとするもの

・専決年月日 平成16年３月31日

・市債の補正額 ５０９，５００千円

・補正後の市債予算額

１４，３７８，７００千円

※専決処分した理由

、起債限度額の補正等について急施を要し

議会を招集する暇がなかったため

７ 住居表示の実施区域および当該区域 ○住居表示の実施区域と方法を定めようと

における住居表示の方法を定める件 するもの

住居表示の方法実 施 区 域 実施面積 対象世帯数

飯島地区 0.801k㎡ 約1,800世帯 街区方式
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８ 町および字の区域ならびにその名称 ○住居表示の実施に伴い、町および字の区

を変更する件 域ならびにその名称を変更しようとするも

の

新町名 現字名

飯島飯田一丁目 飯島字飯田水尻、飯島字田尻、飯島字南場掛、飯島字東

上谷地の各一部

飯島飯田二丁目 飯島字飯田水尻、飯島字田尻の各一部

飯島西袋一丁目 飯島字西袋、飯島字飯田水尻の各一部

飯島西袋二丁目 飯島字西袋、飯島字飯田水尻の各一部

飯島西袋三丁目 飯島字西袋の一部

飯島新町一丁目 飯島字田尻堰越、飯島字大崩の各一部

飯島新町二丁目 飯島字田尻堰越、飯島字大崩の各一部

飯島新町三丁目 飯島字田尻堰越、飯島字長山下の各一部

飯島長野上町 飯島字長野の一部

将軍野青山町 飯島字大崩の一部

土崎港北三丁目 飯島字大崩の一部

・実施期日 平成16年10月１日

９ 市道路線を廃止する件 ○都市計画道路と重複した路線等を整理す

るため、廃止しようとするもの

・廃止路線 ３路線

延長１，５２６．70ｍ

10 市道路線を認定する件 ○宅地造成に伴い新設された道路等を市道

路線に認定しようとするもの

・認定路線 15路線

延長２，１０５．70ｍ

※認定後の市道総延長約１，５５０Km

11 芝生広場・クレイ球技場（仮称）等 ○芝生広場・クレイ球技場（仮称）等整備

整備工事請負契約を締結する件 工事の請負契約を締結しようとするもの

・工事場所 八橋運動公園地内

・契約金額 176,064,000円

・契 約 先 （株）加賀屋組

・工 期 平成17年10月31日まで

・工事概要 土工、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺｰﾄ舗装、雨水

排水設備、駐車場舗装、園路

舗装、植栽、出入口工、樹木

伐採、既存構造物撤去、防球ﾈ

ｯﾄ設置、散水詮設備、電気設

備
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12 市道飯島金足線（飯島工区）橋梁新 ○市道飯島金足線（飯島工区）橋梁新設工

設工事請負契約を締結する件 事の請負契約を締結しようとするもの

・工事場所 飯島字芋田地内

・契約金額 152,806,500円

・契 約 先 （株）佐野組

・工 期 平成17年３月25日まで

・工事概要 橋台躯体工 ２基

橋脚躯体工 １基

橋台基礎工 40本

河川切回し工 １式

仮設工 １式

「 予 算 案 」 １ 件

13 平成16年度秋田市下水道事業会計補 ○資料別紙

正予算（第１号）の件


